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企業年金の現状と課題
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Ⅰ 企業年金等の状況
＜日本の年金制度の体系＞

＜出所：企業年金連合会「企業年金制度」より＞
https://www.pfa.or.jp/nenkin/nenkin_tsusan/nenkin_tsuusan01.html

退職金
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＜退職給付制度の有無と給付水準＞

＜出所：「公的年金と私的年金の現状と課題について」ｐ21＞

〇退職給付制度のある企業の割合は約４社に３社（5年前80.5％→74.9％）
〇退職給付制度有の中では、年金形態が若干増加 〇給付水準は低下
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＜退職給付制度の実施状況（企業割合・規模別））＞

＜出所：「公的年金と私的年金の現状と課題について」ｐ22＞

〇退職給付制度のない企業は、従業員規模に関わりなく増加。30～99人では約３割
〇従業員規模300人未満では、「一時金形態」→「なし」「年金形態」にシフト
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税制適格年金制度
（1962年創設）

厚生年金基金制度
（1965年創設）

確定拠出年金制度（DC）
（2001年創設）

＜企業型＞

確定給付企業年金制度（DB）
（2001年創設）

2012年廃止

事実上廃止

＜企業年金制度の変遷と選択肢＞

２１世紀２０世紀

＜出所：拙稿『企業年金の「終焉」』ｐ3＞
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＜適格退職年金の企業年金等への移行状況＞

＜出所：厚生労働省「適格退職年金制度の動向」＞
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/tekikaku_e.html
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＜東京労働局 中小企業退職金調査（２年ごと）＞
（都内中小企業（従業員数300人未満）の賃金等の実態調査）

＜出所：東京都産業労働局「中小企業の賃金・退職金事情」より作成＞

〇中小企業で、退職給付制度がないのは約３割におよぶ。
〇中小企業は、約半分が「一時金のみ」の退職給付制度を採用している。
〇中小企業で、退職給付制度の年金形態の利用は２割弱で、DCがDBより少し多い。

（注）未解答企業があるので、「制度なし」と「制度あり」の合計は100％になっていない。

年度 集計数 制度なし (制度あり) 一時金のみ 年金あり うちDC うちDB
2024（令和6) 659 34.4% 64.2% 48.9% 15.3% 42.6% 28.7%
2022（令和4） 1,012 28.3% 71.5% 51.9% 19.7% 52.3% 43.2%
2020（令和2） 1,407 20.9% 65.9% 47.3% 18.6% 46.4% 39.5%
2018（平成30） 1,060 24.2% 71.3% 54.2% 17.2% 45.1% 44.5%
2016（平成28） 995 29.5% 69.8% 49.1% 20.7% 37.4% 36.9%
2014（平成26） 830 20.0% 78.9% 55.7% 23.3% 38.3% 36.8%
2012（平成24） 1,099 21.1% 77.7% 56.1% 21.6% 27.0% 30.4%



c 久保知行 2025
7

＜企業年金の加入者数の推移＞

＜出所：「公的年金と私的年金の現状と課題について」ｐ19＞
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＜確定給付企業年金の推移＞

＜出所：企業年金連合会「確定給付企業年金の統計」＞
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＜確定拠出年金（企業型）の推移＞

＜出所：企業年金連合会「確定拠出年金の統計」＞
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＜出所：「私的年金制度（企業年金・個人年金）の現状等」p34＞

＜企業年金・個人年金の資産残高＞
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＜最新状況＞

加入者数
（万人）

資産残高
（兆円） （対前年）

件数

903 ＋6.5％70.3 11,794 
確定給付
企業年金

830 ＋21.2％22.752,033
確定拠出年金

（企業型）

11＋11.2％16.1 4厚生年金基金

＜2024.3.31時点＞

＜出所：信託協会等・厚生年金基金連合会＞
https://www.shintaku-kyokai.or.jp/archives/013/202405/NR20240530-1.pdf
https://www.shintaku-kyokai.or.jp/archives/013/202405/NR20240530-2.pdf

https://www.pfa.or.jp/activity/tokei/nenkin/files/dc_toukei_2024.pdf
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Ⅱ 近年の制度改正と政策課題
＜2020（R2）年金制度改正、2021（R3）税制改正の内容＞

＜出所：「私的年金制度（企業年金・個人年金）の現状等」p36＞
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＜公的年金・私的年金の加入・受給の全体像＞

＜出所：「私的年金制度（企業年金・個人年金）の現状等」p39＞
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＜ＤＢ等の他制度掛金相当額の反映後 （令和６（2024）年12月～）＞

＜出所：「私的年金制度（企業年金・個人年金）の現状等」p46＞
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＜加入対象者の区分と拠出限度額（2024年12月1日より）＞

個人型年金 (iDeCo)企業型年金

国民年金基金連合会企業型年金規約の承認企業実施主体

加入者個人が拠出
(企業は中小企業のみ拠出可能)

事業主が拠出
(規約により加入者拠出可能)

掛金の拠出

１．自営業者等 月当たり68,000円
（国民年金基金の限度額と枠を共有）

２．厚生年金保険の被保険者
○企業型年金のみを実施している場合

月額55,000円ー企業型年金掛金
（月額20,000円限度）

○確定給付型の年金実施の場合・公務員
月額55,000円ーDB制度対応掛金
ー企業型年金掛金（月額20,000円限度）

○確定給付型・企業型年金を実施して
いない場合 月当たり23,000円

３．専業主婦（夫） 月当たり23,000円

実施企業に勤務する従業員
○確定給付型の年金を実施して

いない場合
月当たり55,000円

○確定給付型の年金を実施の場合
月当たり55,000円

ーDB制度対応掛金

加入対象者
と

拠出限度額

（月額管理から年単位までの管理可能に。企業型・個人型の同時加入可能は毎月拠出のみ。）

（出所）筆者作成
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＜企業年金の普及に向けた中小企業向けの取組＞

＜出所：「ＤＣ制度の環境整備」p6＞
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＜中小企業向け制度（簡易型ＤＣ・iDeCoプラス）の対象範囲の拡大＞

＜出所：「ＤＣ制度の環境整備」p8＞
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＜中小企業におけるDCの取組状況＞

＜出所：「DC制度の環境整備」p9＞

？
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＜現状のＤＣ におけ る自動移換の仕組み（概要）＞

＜出所：「DC制度の環境整備」p32＞
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＜確定拠出年金（ＤＣ）における自動移換への取組＞

＜出所：「DC制度の環境整備」p35＞
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＜確定拠出年金（ＤＣ）の自動移換者の現状＞

＜出所：「DC制度の環境整備」p36＞
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＜i D e C oの加入者数の推移＞

＜出所：「公的年金と私的年金の現状と課題について」ｐ20＞

Ⅲ 政策当局の個人年金への傾斜

公務員・専業主婦が加入可能に
公務員加入者は67万4,752人
（2024年7月末時点、りそな銀行）

任意加入者
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＜6 0歳以降における現状の公的年金と私的年金の関係＞

＜出所：「i D e C oの加入可能年齢・受給開始可能年齢」p5＞
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＜（i D e C oの加入可能年齢の引上げ検討＞

＜出所：「i D e C oの加入可能年齢・受給開始可能年齢」p10＞
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＜i D e C oの加入可能年齢の引上げについてのイメージ＞

＜出所：「i D e C oの加入可能年齢・受給開始可能年齢」p12＞
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＜2025（令和7）年度税制改正関連＞

＜出所：「令和７年度税制改正に関する参考資料」p１＞
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＜2025（令和7）年度税制改正関連（補足）＞

＜出所：「社会保障審議会企業年金・個人年金部会における議論の整理」＞
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_48235.html

１ iDeCo 加入可能年齢の上限の引上げ
○ このため、現在の要件である国民年金被保険者に加え、公的年金への保険料

を納めつつ、上乗せとしての私的年金に加入してきた者が、引き続き老後の資産
形成を継続できる よう、60 歳から70 歳までの iDeCo を活用した老後の資産形成
を継続しようとする者（具体的には①iDeCo の加入者・運用指図者であった者及び
②企業型DC等の私的年金の資産を iDeCo に移換する者）であって、老齢基礎年
金や iDeCo の老齢給付金を受給していない者に iDeCo の加入・継続拠出を認め
ることとすべきである。

３ 拠出限度額
（２） 企業型 DC の拠出限度額
○ 事業主拠出が原則であるとの企業年金の性質を前提としつつも、マッチング拠

出をめぐる現状や第２号被保険者の拠出限度額の見直しの方向性も踏まえ、総
合的に従業員の 老後の所得保障を手厚くするという趣旨からは、企業型 DCの
マッチング拠出について、 事業主掛金額を超えられないとする制限を見直す必要
がある。 この際、企業型 DC は事業主の拠出を基本とする企業年金制度である
ことに十分留意し、 事業主が拠出額を増やすインセンティブが阻害される結果と
ならないよう、企業年金の普 及推進も併せて行うなどの対応が必要である。
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＜確定拠出年金の拠出（可能）限度額（月あたり額）の推移＞

（出所）筆者作成

制度区分
第１号 第３号

（自営業者等） （公務員） （専業主婦）
適用年月 DBなし DBあり DB・DCなし DCのみ DBあり （DBあり）
2001年10月〜 3.6 1.8 6.8 <3.2> 1.5 ー ー ー ー
2004年10月〜 4.6 2.3 6.8 <2.2> 1.8 ー ー ー ー
2010年1月〜 5.1 2.55 6.8 <1.7> 2.3 ー ー ー ー
2014年10月〜 5.5 2.75 6.8 <1.3> 2.3 ー ー ー ー
2017年1月〜 5.5（3.5） 2.75（1.55） 6.8 <1.3> 2.3 （2.0） （1.2） 1.2 2.3
2022年10月〜 5.5 2.75 6.8 <1.3> 2.3 Min(5.5ｰDC,2.0) Min(2.75ｰDC,1.2) 1.2 2.3
2024年12月〜 5.5 5.5ｰDB 6.8 <1.3> 2.3 2.0 2.3

？ 6.2 6.2ｰDB 7.5 <1.3> 6.2 6.2-?DB 2.3
（注）１．「2017年1月〜」欄の（ ）書きは、企業型DC規約に個人型DC加入可の規定がある場合
   ２．表中の「DC」は企業型DCの（個人別）事業主掛金、「DB」はDB制度対応掛金、計算額がマイナスなら拠出可能額なし。
   ３．個人型DC第１号（自営業者等）欄の＜ ＞書きは、厚生年金給付対応掛金（個人型DC第１号掛金ー企業型DC第２号DBなし掛金）

6.2-DB-DC

企業型DC 個人型DC
第２号

被保険者区分
第２号

（会社員）（会社員、×公務員）

Min(5.5ｰDBｰDC,2.0)
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＜拠出（可能）限度額の元本累計・元利合計＞

（出所）筆者作成

（単位：万円）
月額 利率 月額 利率 月額 利率 月額 利率 月額 利率
3.6 2% 5.5 2% 6.2 2% 7.5 2% 2.3 2%

年数 元本累計 元利合計 元本累計 元利合計 元本累計 元利合計 元本累計 元利合計 元本累計 元利合計
1 43.2 43.6 66.0 66.7 74.4 75.1 90.0 90.9 27.6 27.9
2 86.4 88.1 132.0 134.6 148.8 151.8 180.0 183.6 55.2 56.3
3 129.6 133.5 198.0 204.0 223.2 230.0 270.0 278.2 82.8 85.3
4 172.8 179.8 264.0 274.7 297.6 309.7 360.0 374.6 110.4 114.9
5 216.0 227.1 330.0 346.9 372.0 391.0 450.0 473.0 138.0 145.1
10 432.0 477.7 660.0 729.9 744.0 822.8 900.0 995.3 276.0 305.2
15 648.0 754.5 990.0 1152.7 1116.0 1299.4 1350.0 1571.9 414.0 482.0
20 864.0 1060.1 1320.0 1619.6 1488.0 1825.7 1800.0 2208.5 552.0 677.3
25 1080.0 1397.5 1650.0 2135.0 1860.0 2406.8 2250.0 2911.4 690.0 892.8
30 1296.0 1770.0 1980.0 2704.1 2232.0 3048.3 2700.0 3687.5 828.0 1130.8
35 1512.0 2181.3 2310.0 3332.5 2604.0 3756.6 3150.0 4544.3 966.0 1393.6
40 1728.0 2635.3 2640.0 4026.2 2976.0 4538.6 3600.0 5490.3 1104.0 1683.7
45 1944.0 3136.7 2970.0 4792.1 3348.0 5402.0 4050.0 6534.7 1242.0 2004.0
50 2160.0 3690.2 3300.0 5637.8 3720.0 6355.3 4500.0 7687.9 1380.0 2357.6
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〇 掛金非課税の税制優遇（課税免除）は、効果としては、税金から
の補助金と変わらない。

〇 基礎年金保険料の「６０歳→６５歳まで」延長に国庫負担増として
反対する財務省は、掛金非課税枠拡大を、どう考えているのか。

〇 自営業者等の加入状況からすると、掛金非課税枠拡大は、被用
者側の利点が大きい。

〇 財政赤字の状況からすると、掛金非課税枠拡大のコストは、国民
全員が負担する消費税（の引き上げ？）で賄われることになる。

〇 拠出限度額の規模は、すでに十分大きく、枠拡大は、高所得者
への恩恵をさらに大きくする。

〇 拠出限度額の規模は、算出される厚生年金対応掛金と比べて非
常に大きいが、公私年金のバランスは、とれているのか。

〇 給付時課税の強化が急がれるのではないか。

＜拠出限度額引き上げについての論点（疑問点）＞
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＜平均寿命、健康寿命、年齢階級別の認知症有病率の概況＞

＜出所：「i D e C oの加入可能年齢・受給開始可能年齢」p18＞



c 久保知行 2025 32

＜認知能力の低下→高齢期の自己責任運用は困難＞

＜出所：https://www.bm-sms.co.jp/wp-content/uploads/2020/09/prs_20170203_ninchicheck.pdf＞
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Ⅳ 一時金から年金への促進策（私案）

33

＜適格年金制度の廃止理由＞

受給権保護の不足＜対応必須：契約 制度＞
１．財政運営上の不備

〇積立不足解消への対応が行われていない
２．制度設計上の不備

〇「定年のみ給付」などの不公平な給付設計

年金給付としての問題＜工夫可能？＞
３．高齢者への給付

〇「退職年金」→「老齢年金」への転換必要
４．一時金給付の蔓延

〇「一時金」→「年金」への転換必要

＜出所：拙稿『企業年金の「終焉」』ｐ15＞
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＜確定給付企業年金と確定拠出年金の受給の現状＞

＜出所：「公的年金と私的年金の現状と課題について」ｐ26＞

○ 確定給付企業年金・確定拠出年金ともに、相当数が一時金受給
を選択している。特に確定拠出年金では、企業型・個人型ともに
９割程度と、この傾向が顕著である。
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＜年金制度の責任主体（現行）＞

DBとDCの違いでは、資産運用の責任主体が「事業主か加入者か」が
注目されるが、それが年金給付の責任主体にもつながっていることに
注目する必要がある

＜出所：拙稿『企業年金の「終焉」』ｐ22＞
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＜年金制度の責任主体（DB強化提言）＞

本発表のＤＢ強化提案は「提言２」（「提言１」は過日発表済）であり、
ＤＢとＤＣの選択にあたり、事業主の年金給付の責任を緩和するもの。
増大する可能性のある受給権者管理の軽減が狙い

＜出所：拙稿『企業年金の「終焉」』ｐ23＞
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現役中の所得

現役中の消費

引退後の消費
(年金対応部分)

引退貯蓄制度（DC・DB）掛金

年金給付

市場変動リスク

引退一時金

各種の合同投資ファンド

給付

移管

他のメンバーと共有･分担

年
金
給
付
機
構

＜DB強化提言１の骨子＞

資金運用は、合同運用の方が、
ポートフォリオ組成・手数料低減
の上で有利。
認知能力の低下する高齢期の
資金運用で自己責任を強いる
のは適切とは考えられない。

＜出所：拙稿『企業年金のポータビリティの最終課題』ｐ15＞
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＜DB強化提言２の骨子＞

制度が支給する年金

制度が支給する一時金

資産管理運用機関が提供
する適格移換年金

通常のDB

中小企業
のDB

退職者
の選択

退職者
の選択

＜簡易型DB＞
＜出所：拙稿『企業年金の「終焉」』ｐ27＞
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（参考） 公的年金の2024年財政検証関連

39

＜給付水準の調整終了年度と最終的な所得代替率の見通し＞

＜出所：社会保障審議会年金部会（2024年12月24日）参考資料１『年金制度改正の検討事項』ｐ4＞
https://www.mhlw.go.jp/content/12501000/001364864.pdf



c 久保知行 2025
40

＜所得代替率及びモデル年金の将来見通し＞

＜出所：社会保障審議会年金部会（2024年12月24日）参考資料１『年金制度改正の検討事項』ｐ5＞
https://www.mhlw.go.jp/content/12501000/001364864.pdf
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＜オプション試算の内容＞

＜出所：社会保障審議会年金部会（2024年12月24日）参考資料１『年金制度改正の検討事項』ｐ6＞
https://www.mhlw.go.jp/content/12501000/001364864.pdf

◎

◎

×

×

××

〇

◎

△

（上記の◎〇△×の記号は、「社会保障審議会年金部会における議論の整理」（2024年12月24日、
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20241225.html）に基づくものである。
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＜2025年年金制度改定に向けた報告書の要旨まとめ＞

＜出所：朝日新聞2024年12月25日付朝刊3面＞
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＜参照資料＞
社会保障審議会 企業年金・個人年金部会

「公的年金と私的年金の現状と課題について」（2023年12月11日資料２）
（https://www.mhlw.go.jp/content/10600000/001177171.pdf）

「私的年金制度（企業年金・個人年金）の現状等」（2023年6月28日参考資料３）
（https://www.mhlw.go.jp/content/10600000/001113460.pdf）

「DC制度の環境整備」（2024年7月31日資料１）
（https://www.mhlw.go.jp/content/10600000/001281783.pdf）

「i D e C oの加入可能年齢・受給開始可能年齢」（2024年11月8日資料１）
（https://www.mhlw.go.jp/content/10600000/001328784.pdf）

「令和７年度税制改正に関する参考資料」（2024年12月26日参考資料１）
（https://www.mhlw.go.jp/content/10600000/001365075.pdf）

東京都産業労働局「中小企業の賃金・退職金事情」
（https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/toukei/koyou/chingin/）

企業年金連合会「企業年金に関する基本統計」
（https://www.pfa.or.jp/activity/tokei/nenkin/index.html）

久保知行／日本年金学会研究発表資料
『企業年金のポータビリティの最終課題』(2018年10月25日発表）

（https://www.ne.jp/asahi/kubonenkin/company/20181025.pdf）
『企業年金の「終焉」』』(2024年10月24日発表）

（https://www.ne.jp/asahi/kubonenkin/company/20241024.pdf）


